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本レポートでは、MASLD/MASH患者の早期の検査診断・治療へのアクセス向上に向けて、解決すべき課題・実施すべき対策を
明らかにすることを目的とする。

0．レポート発出の背景・目的

• MASLD（Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患）やMASH（Metabolic 
Dysfunction Associated Steatohepatitis、代謝機能障害関連脂肪肝炎）は脂肪性肝疾患の一種で、肝細胞への脂肪の蓄積により肝炎を引き起こ
している状態である。これらはアルコール性肝炎などと共に、非ウイルス性肝疾患に分類される。

• 我が国の肝炎対策は、医原性の肝炎被害者救済のため、長らくウイルス性肝炎対策に重点が置かれてきた。肝炎対策事業では、疾患認知から予防、検
査、治療に至るまで包括的な対策が講じられ 、肝がん患者数の減少やウイルス性肝炎の比率低下などの成果に繋がっている。

• 他方で、MASLD/MASHを含む非ウイルス性肝疾患に特化した対策は十分に講じられていない。非ウイルス性肝疾患は肝炎と生活習慣病の双方の側面
を持つにもかかわらず、肝炎総合対策の枠組みからも生活習慣病対策の枠組みからも抜け落ちやすい構造にある。
肝炎全体に占める非ウイルス性の割合は増加傾向にあり、今後はウイルス性肝炎だけではなく、非ウイルス性肝疾患に対する対策の強化が期待される。

• MASLD/MASHは無症状で気づかないうちに進行する慢性疾患であり、肝硬変や肝がんといった治療が困難な疾患に移行し得るが、検査診断に至るまでに
時間を要し、重篤化してから発見される患者が一定数存在する。早期からの検査診断・治療アクセスの改善は、患者の健康寿命延伸・QOL向上のみなら
ず、医療費削減や労働生産性向上にも寄与すると想定され、早期からのアクセス改善に取り組み意義は大きいと考えられる。

➢ そこで本レポートでは、MASLD/MASH患者の早期の検査診断・治療へのアクセス向上に向けて、
解決すべき課題・実施すべき対策を明らかにすることを目的とする。
本レポートは、株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部⾨ヘルスケア・事業創造グループが中長期的な観点から社会貢献をしたいとの考え
から、公正・公平な視点を心がけた上で意見を取りまとめ、提示するものである。



Copyright (C) 2026 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.3

我が国における肝炎対策の現状は？

— 我が国では肝炎対策事業として、疾患認知～予防～検査～治療の全ての場面で包括的にウイルス性肝炎への対策が講じられており、
他国と及び他疾患との比較の観点から、日本のウイルス性肝炎対策は成果を上げている。

1. 我が国における肝炎対策の現状

国の
肝炎対策

成果

各肝炎対策の詳細

治療検査
予防疾患認知

精密検査スクリーニング フォロー投薬経過観察

①
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患
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発

②
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治
体
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診

④
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検
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⑤診療体制整備

⑤
診
療
体
制
整
備

⑥
医
療
費
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成

⑦
研
究

国の肝炎対策では、肝炎にまつわる患者フローを包括的にケアしている。

⑧法律、政府方針

背景 血液製剤への肝炎ウイルス混入、予防接種による感染拡大等の
医原性の肝炎被害者を救済するため、肝炎対策が開始。

肝炎対策
実施の背景

⚫日本のウイルス性肝炎対策は他国と比較して成果を上げている。
▶世界ではB型/C型肝炎患者が増えているが、日本では減っている。

Yonezawa, Atsuko, Rebecca Grant, and Yusuke Shimakawa. "Including the voice of people living with viral hepatitis: lessons 
learned from Japan to accelerate progress towards global hepatitis elimination." Tropical Medicine and Health 49 (2021): 1-3.

▶日本のC型肝炎対策達成状況総合評価は3段階のうち最高評価。
厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）令和4年度 研究報告書
「地域ブロック別にみた肝炎対策と肝癌死亡の状況：令和3年度自治体調査（令和2年度実績）からみた検討」

⚫日本のウイルス性肝炎対策は他疾患と比較して成果を上げている。
▶2000年以降、がんの中で死亡率が減少傾向にあるのは、肝臓がんと胃がんのみ。

一般社団法人日本肝臓学会「肝がん白書」 （令和4年度）

①疾患啓発
• 厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」に
よる国民への肝炎啓発

②ワクチン

• 出生児へのワクチン（+免疫グロブリン）
接種による母子感染防止

• 乳児へのB型肝炎ワクチンの定期接種

③自治体健診
• 自治体や保健所が医療機関に委託し
無料検査を実施

④職域検査勧奨
• 事業者、保険者を通じた検査受診勧奨
（厚生労働省通達：「職域におけるウイルス性肝炎対策に関
する協力の要請について」）

⑤診療体制整備

• 自治体と医療機関の連携による
検査陽性者へのフォローアップ

• 情報提供や相談支援を行う
肝炎情報センターの設置

• 肝炎医療コーディネーターの育成

⑥医療費助成
• 抗ウイルス療法に対する
肝炎医療費助成

⑦研究
• B型肝炎や肝硬変に対する治療法の開発、

C型肝炎の薬剤耐性等に関する研究

⑧法律、政府方針
• 上記の対策を支える肝炎対策基本法

• 肝炎対策の推進に関する基本的な方針
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我が国における非ウイルス性肝疾患対策の現状は？

— 非ウイルス性肝疾患対策は既存の対策の枠組みからは抜け落ちており、患者の割合も増加基調である。

2. 我が国における肝炎対策の現状

ウイルス性肝炎 非ウイルス性肝疾患 糖尿病・高血圧等

肝
炎
総
合
対
策

肝炎総合対策は
ウイルス性肝炎を
対象としている
（※前頁参照）

生
活
習
慣
病
対
策

糖尿病や高血圧等は
• 特定健診
• 特定保健指導 等
の生活習慣病対策で
カバーされている

非ウイルス性肝疾患は
肝炎総合対策、生活習慣病対策

どちらの対策でもカバーされていない。

肝がん全体の患者数は減少しているが、
非ウイルス性肝疾患の割合は増加基調

 1991年:約10% 2015年:約30%

出所：Tateishi R, et al. J Gastroenterol. 2019; 54: 367-376.

• 肝がん患者数は2008年にピークを
迎え、その後は減少傾向にある。

• 年齢調整罹患率は
1990年代から減少傾向にある。

わが国の非ウイルス性肝疾患対策の現状 肝がん患者数と非ウイルス性肝疾患の割合の推移
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出所：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

• ウイルス性肝炎の割合は減少基調

1991年:約90% 2015年:約70%

非ウイルス性肝疾患の対策はより一層の拡充が必要

肝炎
生活習慣病

ウイルス性肝炎：BC, HBV, HCV 非ウイルス性肝疾患：NBNC
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MSALD/MASHとは？

— 非ウイルス性肝疾患の一種で、肝細胞への脂肪の蓄積により肝炎を引き起こしている状態を指す。MASLD/MASHは、無症状で気が付
かないままま長い年月を経て症状が進行し、予後不良である肝硬変・肝がんに移行する特徴がある。

3. MASLD/MASHの定義・特徴

MASH
（代謝機能障害関連脂肪肝炎）

MASLD
（代謝機能障害関連脂肪性肝疾患）

肝細胞への脂肪の蓄積がより重症となり、
肝臓が炎症を起こしている状態。持続的な
炎症により肝臓の線維化を引き起こす。

脂肪性肝疾患に加え、肥満、糖尿病（耐糖
能異常も含む）、高血圧、高中性脂肪血症、
低HDL血症のいずれかを併発している状態。
進行すると肝硬変・肝癌に至る。

10～20年気づかないまま進行
【MASLD/MASHとは】

※他の生活習慣病（糖尿病、肥満症 等）

診断しやすく、健康診断等で早期に発見されやすい

▶糖尿病の判定：血糖値
▶肥満症の判定：BMI

非ウイルス性

薬物性肝障害

自己免疫性肝炎

アルコール性肝炎

MASH

ウイルス性
肝炎

出所：厚生労働省 第34回肝炎対策推進協議会資料1（令和7年3月7日）

MASLD MASH 肝硬変・肝がん

肝炎の分類とMASLD/MASHの位置づけ MASLD/MASHの特徴

無症状

？

無症状

？

予後不良
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我が国においてMASLD/MASHの検査診断・治療を推進すべき理由は何故か？

— MASLD/MASHは無症状で病状に気づかないうちに悪化し、治療が困難な肝がんや大腸がん等の悪性疾患に繋がる慢性疾患であるため、
検査診断・治療の推進により国民の健康寿命延伸・QOL向上、医療費削減・労働生産性向上に寄与する可能性がある。

4. 我が国においてMASLD/MASHの検査診断・治療を推進すべき理由

MASLD/MASHは適切に管理されなければ
国民の健康に著しい影響を及ぼす。
合併症によるQOLの低下にも直面する

MASLD/MASHは無症状で病状に気づかないうちに
悪化し、肝硬変や肝がんといった治療が困難な疾患に

進行する慢性疾患である

疾患の
特徴

患者数

• 無症状で進行
• 長い年月を経た後急激に悪化
• 肝硬変等治療が困難な疾患に進行

疾患の
進行

合併症

疾患の特徴・患者数 健康寿命延伸・QOL向上

• MASHから肝硬変へ10~20年で
5~20%、肝硬変から肝がんへは10年で
10%以上の割合で移行

• 肝がんの5年相対生存率は35.8%と低い
• MASLD/MASHは、肝関連疾患のみなら
ず、大腸がんや乳がん、心血管イベントの
発生頻度も上昇させる。

合併症を併発しQOL低下に直面

• 肥満
• 2型糖尿病

• 高血圧
• 脂質異常症

日本の患者数推計

MASLD NAFLD MASH NASH

3200万人
有病率25.8%

370万人
有病率3.0%

影響額

MASLD/MASHの進行による医療費増加・労働損失の
影響は大きく、早期発見・早期治療が医療費削減・

労働生産性向上に寄与する可能性がある

医療費の
変化

医療費削減・労働生産性向上

MASLD
MASH

肝硬変 肝がん

医療費2倍 2.5倍

MASHの影響額推計

直接医療費 生産性損失

1800億円
（2021年）

2.1兆円※

（2021年）

※海外の給与等から算出した生産性損失を基に、日本の有病率を反映
した推計値であり、正確な推計は国内での研究が必要であることに留意
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MASLD/MASHの検査診断・治療アクセスにおける現状の問題点は何か？

— 診断を受けるまでに時間を要することがあるため、中には気づかないうちに症状が進行する患者がいる。患者が早期に検査診断・治療を
受けるための体制整備が求められる。

5. MASLD/MASHの検査診断・治療アクセスにおける現状の問題点

診断
の現状

治療
の現状

MASLD/MASHについては、各ステークホルダー（学会、国、自治体）が
適切なスクリーニング、診断を提供するための情報発信、対策に努めている。

各ステークホルダーの取り組み

学会 国 自治体

ガイドライン
MASH検査方法の提示
•肝生検（確定検査）
+非侵襲的検査（FIB-4 index等）

共同声明
日本肝臓学会、日本糖尿病学会が
FIB-4 indexの有用性を示す共同声明を発出

奈良宣言2023
ALT値が30を超えた場合、まずかかりつけ医を
受診することを推奨

フィードバック文例集
厚生労働省が特定保健指導
等で提供してほしい情報を
整理

様々な指標を用いた対策
各自治体がFIB-4index等を指標とし
て肝がん予防を実施
• 鳥取県西南部地区
• 石川県金沢市
• 熊本県熊本市
• 静岡県

肝炎対策推進計画
静岡県の肝疾患対策推進計画に
非ウイルス性肝疾患に対する対策につ
いて記述された

検査に対しての取り組み
はあるが、依然として
診断率は低い

MASLD/MASHの診断を
受けるまでに時間を要し、
重症化する患者が多い。

現在の診断率

MASHの診断率は低く、
多くの患者が見逃されている。

MASLD/MASHの
治療戦略

MASLD/MASHの治療は食事療法、運動療法が中心で、国内でMASLD/MASHに対して特異的に効果を有する薬剤はまだない

食事
療法

運動
療法

薬物
療法

MASHの
診断率
12%※

• カロリー制限
• 炭水化物・脂質制限
• 体重減少で肝脂肪化が軽減

• 有酸素運動・レジスタンス運動
• 運動療法単独でも肝脂肪化
軽減効果

• 国内でMASLD/MASHに対して
効果を有する薬剤はまだない

※海外5か国の、肝生検・非侵襲的
検査を含めたNASHの検査率の平均
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まずは、「奈良宣言」で示されている患者連携プロセスを確実に実装するべきである。
中長期的には、健診制度のバージョンアップを行い、リスク患者の発見強化に努めるべきである。

6. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上に向けた、目指すべき姿

詳細な検査・治療を要する患者を紹介

Stage1 現行の法制度下でただちに目指すべき姿 「奈良宣言」で示される患者連携プロセスを確実に実装する

Stage2 現行制度の変更やデータの蓄積を伴い、中長期的に目指すべき姿

ALT>30の患者を紹介健診

ALT>30だけではなく、
血小板、FIB-4を活用しリスク患者を抽出

健診制度のバージョンアップによるリスク患者の発見強化

かかりつけ医 専門医療機関自宅

必須検査項目

• FIB-4index
• 血小板数
• 腹部エコー

⚫線維化のリスク評価
⚫肝疾患の治療実施

かかりつけ医自宅 健診 ALT>30＋リスク患者を紹介

⚫ALT>30の原因検索
⚫専⾨医療機関に対する紹介要否の判断

※血小板数やFiB-4を測定している
自治体については、引き続き血小板
数やFiB-4を活用する

必須検査項目

• 腹部エコー

専門医療機関

⚫線維化のリスク評価
⚫肝疾患の治療実施

詳細な検査・治療を要する患者を紹介

※地域連携の実情を鑑み、
ALT>30だけではく、ALTと生活習
慣病の組み合わせから、受診勧奨す
る患者を抽出することもあり得る

一般健康診断
+特定健康診査
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7. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、解決すべき課題（1/2）

そもそも

かかりつけ医師が
疾患や検査方法を十分知らない

検査をしたくても

かかりつけ医療機関で検査ができない

リスク患者を発見しても

専門医療機関へ紹介してよいか
分からない・紹介したいと思わない

健診をしても

リスクを有する患者を見逃す

紹介してよいか分からない・
紹介したいと思わない

健診でリスク患者を発見しても

紹介先が分からない

そもそも

疾患をよく知らない

なぜたどり着かないか？

【論点1】
なぜかかりつけ医まで
たどり着かないか？

【論点2】
なぜ専門医まで
たどり着かないか？

1 市民・患者の疾患認知不足
• 「脂肪肝」と指摘されても病気と認識せず、肝硬変や肝がんにつながる危険な状態であると
想像されないため、医療機関を受診する動機が乏しい。

2 自治体・保健師の疾患認知不足
• 高血圧や脂質異常・糖尿病等については、疾患や検査値について認識しているが、
非ウイルス性肝疾患や肝機能検査に関しては必ずしも十分ではない。結果として、肝機能検
査項目（ALTなど）に着目した、医療機関への受診勧奨が十分に実施されていない。

疾患対策を推進する
法的根拠・制度が整備されていない

疾患対策の重要性を示す
データ・エビデンスが乏しい

健診データに患者を発見するための指標（「血小板」等）が入っていない
• 健診データに「血小板」が入っていないため、自治体-医療機関間の患者連携を行う際の
共通言語が無い。

• 健診では、白血球、赤血球、血小板のセットでデータを採っているが、法定項目にない血小板
をわざわざ削除している。（血小板減少症の患者の就業制限を検討する際に参照する項目であり、
法定項目に組み込む妥当性があると考えられる）

検査や患者対応可能な紹介先（かかりつけ医療機関）が分からない
• （健診から）どの医療機関へ紹介すればいいのか明確ではなく、自治体・保健師が迷う。
• FIB‐4や、エラストグラフィを測定・検査するようなかかりつけ医療機関の所在が分からず紹介
できない。

疾患対策の重要性が
十分に周知されていない

1かかりつけ医受診の指標が統一されていない
• かかりつけ医受診の指標が、厚生労働省・学会で統一見解が整理されておらず、
自治体→地域のかかりつけ医療機関へ患者紹介しにくい。
– 厚生労働省 肝機能検査に関するフィードバック文例集によれば、ALT>50で医療機関の
受診を推奨

– 日本肝臓学会総会で発表された「奈良宣言2023」によれば、ALT>30でかかりつけ医の
受診を推奨

• ALT>30に該当する患者数は多いため、地域の医療機関の受け入れ態勢が整わない場合は
医療機関側へ過度な負担がかかる恐れがある。

2担当課が不明確
• 自治体は基本的に縦割であるため、脂肪肝や非ウイルス性肝疾患対策の管轄部署が明確で
無く、非ウイルス性肝疾患の対策が実施されていない。

どのような課題があるか？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

かかりつけ医

専門医療機関

自宅

健診

プロセス全体に共通して

1

2

3

4
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7. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、解決すべき課題（2/2）

そもそも

かかりつけ医師が
疾患や検査方法を十分知らない

検査をしたくても

かかりつけ医療機関で検査ができない

リスク患者を発見しても

専門医療機関へ紹介してよいか
分からない・紹介したいと思わない

健診をしても

リスクを有する患者を見逃す

紹介してよいか分からない・
紹介したいと思わない

健診でリスク患者を発見しても

紹介先が分からない

そもそも

疾患をよく知らない

なぜたどり着かないか？

【論点1】
なぜかかりつけ医まで
たどり着かないか？

【論点2】
なぜ専門医まで
たどり着かないか？

かかりつけ医の疾患認知不足
• かかりつけ医が脂肪肝からMASHに移行する危険性を十分に知らない。
• かかりつけ医がALT31程度の患者をどのように対応すればよいか分からない。

疾患対策を推進する
法的根拠・制度が整備されていない

疾患対策の重要性を示す
データ・エビデンスが乏しい

検査機器の不足・使用経験不足
• かかりつけ医療機関に検査機器（超音波検査等）が無い。
• 検査機器を有していても、エラストグラフィのプログラムが活用されていない。

1かかりつけ医から専門医療機関に対する患者紹介基準が十分に認知されていない
• かかりつけ医から専⾨医療機関に対する患者紹介基準は、奈良宣言等で提示されているが、
かかりつけ医・専⾨医療機関医師に十分に認知されていない

2専門医療機関での患者フォロー（生活習慣指導等）不足
• 専⾨医療機関で運動や栄養といった生活習慣に関して、肝臓専⾨医からフォローが十分に
できておらず、かかりつけ医療機関から専⾨医療機関へ患者紹介する動機が想起されにくい

3 患者のフォローアップが途切れてしまう
• MASLDは長期的な経過観察が必要になるが、数年後の再検査は期間が空きすぎて実施さ
れないままになっている。また、生活習慣指導等のフォローアップについて専⾨医とかかりつけ医の
どちらからも提供されず放置されてしまう。

疾患対策の重要性が
十分に周知されていない

肝炎対策・健康増進対策双方から抜け落ちている
• 非ウイルス性肝疾患対策は、肝炎総合対策、及び、生活習慣病対策の双方の枠組みから抜
け落ちており、疾患対策を推進するための法的根拠・制度が整っていない。

どのような課題があるか？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1疾患の危険性や予防の重要性等に関するデータ・エビデンスが乏しい
• 非ウイルス性肝疾患対策を推進する重要性を示すための、データやエビデンスが乏しい。

2確定診断に肝生検が必要とされる
• 確定診断に肝生検が必須*となっており、日本にどの程度の患者が存在しているのか
推計になってしまう。 *2020年時点（出所：NAFLD/NASH 診療ガイドライン2020（改訂第2 版））

政策関係者の疾患認知不足
• 脂肪肝や非ウイルス性肝疾患の危険性、対策推進する重要性について認識が不十分である。

かかりつけ医

専門医療機関

自宅

健診

プロセス全体に共通して

5

6

7

8

9

10
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左記の課題を解決するために、実施すべき対策は以下6つに大別される。

8. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策

なぜたどり着かないか？ 課題は何か？ 左記の課題解決に資する、実施すべき対策は何か？

【論点1】

なぜ
かかりつけ医まで
たどり着かないか?

① そもそも疾患をよく知らない

①-1 市民・患者の疾患認知不足 ⚫（市民・自治体に対する）疾患啓発活動の実施
• MASLD/MASHの危険性や、医療機関を早期から受診する重要性について、
市民や患者に対する疾患啓発活動を実施する。

• 疾患啓発を通し、肝機能検査項目（ALTなど）に着目した医療機関の受診勧奨促進につなげる。
①-2 自治体の疾患認知不足

②
健診をしても
リスクを有する患者を見逃す

②
健診データに患者を発見するための指標
（「血小板」等）が入っていない

⚫健診データの法定項目へ「血小板」を入れる
• 健診データの法定項目に「血小板」を取り入れる（まずは特定健康診査における追加を目指す）

③
健診でリスク患者を発見しても
紹介先が分からない

③
検査や患者対応可能な紹介先
（かかりつけ医療機関）が分からない

⚫医療連携体制の構築
✓ 患者連携プロセス案の作成：

MASLD/MASHの疑いのある患者に対し、どのように継続的に評価・フォローを行うことが望ましいか等を
明らかにした、患者連携プロセス案を作成する。

✓ 適切な紹介先の見える化：
MASLD/MASHの疑いのある患者の評価や治療が提供できる、
地域のかかりつけ医療機関や専⾨医療機関を見える化する。

✓ かかりつけ医療機関の対応力強化：
かかりつけ医に対する疾患啓発に加え、
かかりつけ医療機関と専⾨医療機関の中間施設を育成する

✓ 専門医療機関の対応力強化：
専⾨医療機関における役割・専⾨性を明らかとし、かかりつけ医療機関から専⾨医療機関に対する
患者紹介を促す

⚫医師に対する疾患啓発活動
• MASLD/MASHの危険性や、適切な検査・評価方法等に関し、医師に対する疾患啓発活動や
研修会を実施する

④
紹介してよいか分からない・
紹介したいと思わない

④-1 かかりつけ医受診の指標が統一されていない

④-2 担当課が不明確

【論点2】

なぜ
専門医まで
たどり着かないか?

⑤
そもそもかかりつけ医師が
疾患や検査方法を十分知らない

⑤ かかりつけ医の疾患認知不足

⑥
検査をしたくても
かかりつけ医療機関で検査ができない

⑥ 検査機器の不足・使用経験不足

⑦
リスク患者を発見しても
専⾨医療機関へ紹介してよいか
分からない・紹介したいと思わない

⑦-1
かかりつけ医から専⾨医療機関に対する
患者紹介基準が十分に認知されていない

⑦-2
専⾨医療機関での患者フォロー
（生活習慣指導等）不足

プロセス全体に
共通

⑧
疾患対策を推進する
法的根拠・制度が整備されていない

⑧
肝炎対策・健康増対策双方から
抜け落ちている

⚫データ・エビデンスを蓄積する
• 年齢調整罹患率の推移を示すなど、啓発活動を推進するためのファクトを蓄積する。
• 予防や保健指導の重要性を示唆するデータを蓄積する。⑨

疾患対策の重要性を示す
データ・エビデンスが乏しい

⑨-1
疾患の危険性や予防の重要性等に関する
データ・エビデンスが乏しい

⑨-2 確定診断に肝生検が必要とされる

⑩
疾患対策の重要性が
十分に周知されていない

⑩ 政策関係者の疾患認知不足
⚫（政策立案者に対する）疾患啓発活動の実施

• MASLD/MASHの危険性や予防の重要性に関して、政策立案者に対し疾患啓発活動を実施する。
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かかりつけ医 専門医療機関健診自宅

#3

#4

#5

#6

実施すべき対策として想定されるものは以下の通り。まずは現行の法制度下で進められる対策についてただちに着手し、
データやエビデンスの蓄積を行い、中長期的にはStage2の対策まで進めるべきである。

8. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策

⚫健診データの法定項目へ「血小板」を入れる
• 健診データの法廷項目に「血小板」を取り入れる

⚫ データ・エビデンスを蓄積する
• 年齢調整罹患率の推移を示すなど、啓発
活動を推進するためのファクトを蓄積する

• 予防や保健指導の重要性を示唆する
データを蓄積する

⚫（政策立案者に対する）
疾患啓発活動の実施
• MASLD/MASHの危険性や予防の
重要性に関して、政策立案者に対し
疾患啓発活動を実施する

Stage1

現行の
法制度下で
ただちに

進めるべき対策

Stage2

現行の法制度の
変更を伴う又
データ蓄積の上
進めるべき対策

プロセス全体に共通

患者連携プロセス案の作成：

MASLD/MASHの疑いのある患者
に対し、どのように患者連携を行い、
継続的に評価・フォローを行うことが
望ましいか等を明らかにした、
患者連携プロセス案を作成する。

適切な紹介先の見える化：

MASLD/MASHの疑いのある患者
の評価や治療が提供できる、
地域のかかりつけ医療機関や専⾨
医療機関を見える化する

かかりつけ医療機関の対応力強化：

かかりつけ医療機関の中でも、肝疾
患の診療を積極的に担当している
施設は、地域の患者連携において
リーダーシップを発揮し、かかりつけ医
療機関と専⾨医療機関の架け橋に
なる。

専門医療機関の対応力強化：

専⾨医療機関における役割・
専⾨性を明らかとし、かかりつけ
医療機関から専⾨医療機関に
対する患者紹介を促す

⚫医療連携体制の構築

#1
#5

#2
⚫（市民・自治体に対する）疾患啓発活動の実施

• MASLD/MASHの危険性や、医療機関を早期から受診する
重要性について、市民や患者に対する疾患啓発活動を実施する

⚫（医師に対する）疾患啓発活動の実施
• MASLD/MASHの危険性や、適切な検査・評価方法等に関し、
医師に対する疾患啓発活動や研修会を実施する
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9. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策 詳細（1/5）

＃1 市民・患者に対する疾患啓発活動

【実施内容】

MASLD/MASHの危険性や、医療機関を早期から受診する重要性について、
市民や患者に対する疾患啓発活動を実施する。

【実施方法】

• 医療機関や企業、自治体にて市民セミナーや市民公開講座等を開催し、地域における
市民・患者の認知向上を図る。

–市民セミナーの開催に際しては、自治体（健診機関）と医療機関の連携等、ステークホル
ダー間の連携を図った、セミナーの構成を企画することも重要である。

–産業医や産業保健師を中心に企業が従業員に向けて啓発をする方法もある。

• 自治体や保険者で実施されているウイルス肝炎対策やがん・生活習慣病に関する疾患
啓発の機会や、健康増進イベントを通じ、MASLD/MASHについても情報提供を行う。

–例えば、既に自治体で実施されているがん検診等に関する市民セミナーや啓発リーフレットに、
MASLD/MASHとがんの関連性や対策の重要性について、内容を追記・拡充する。

• 肝炎医療コーディネーター養成研修会の内容に、ウイルス性肝炎だけではなく、非ウイルス性
肝疾患についても情報を付加し、肝炎医療コーディネーターから患者に対して、非ウイルス
性肝疾患についても認知を深める機会を提供する。

• 市民・患者が正しい情報へアクセスしやすくなるよう、肝臓学会のホームページにアクセス
できる導線を整備するため、FacebookやX等のSNSを活用する。

• こうした疾患啓発活動を通し、肝機能検査項目（ALTなど）に着目した受診勧奨促
進につなげることも期待される。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 専⾨医（肝臓専⾨医・その他代謝系疾患の専⾨医等）

• 自治体

【実施内容】

MASLD/MASHの危険性や、適切な検査・評価方法等に関し、
医師に対する疾患啓発活動や研修会を実施する。

【実施方法】

• 肝臓学会や関連学会、及び、民間企業から、専⾨以外の医師や産業医に対し疾患啓
発活動を実施する。

–例えば、MASLD/MASHの危険性や奈良宣言の提言内容、また、適切な評価診断・
検査の方法等に関し、研修会を開催する。

✓特に、かかりつけ医療機関等でエラストグラフィの撮影や血液バイオマーカーの測定
をはじめとした非侵襲的検査の評価可能な体制を整備できるよう、医師に対する
ハンズオンの研修会等を行う。

–研修会の開催に際しては、肝臓専⾨医の観点からだけではなく、肝臓専⾨医と代謝系
疾患の専⾨医の科目間連携を図った、セミナーの構成を企画する視点も重要である。

✓例えば、慢性腎臓病とMASLD/MASHの関係性や、糖尿病・高血圧、肥満症
等の生活習慣病との関連性に着目して企画することは重要。

✓例えば、糖尿病療養指導士など、関連資格の学習項目の内容に、MASLD/
MASHの事項を含めることも重要。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 専⾨医（肝臓専⾨医・その他代謝系疾患の専⾨医等）

• 医師会

• 産業医

• 民間企業

＃2 医師に対する疾患啓発活動

• 保険者• 産業医 • 民間企業
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9. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策 詳細（2/5）

【実施内容】

MASLD/MASHの疑いのある患者に対し、どのように患者連携を行い、継続
的な検査診断・フォローを行うことが望ましいか等を明らかにした、
患者連携プロセス案を作成する。

【実施方法】

• 肝臓学会及び関連学会は、MASLD/MASHの疑いがある患者に対する、患者連携の
在り方や継続的な評価・フォローの方針を含んだ患者連携プロセス案を作成する。
尚、患者連携プロセスには地域性が存在することが想定されるため、必要に応じて該当地
域の自治体や医師会と連携の上、対策推進する。

• 患者連携プロセス案に含めることが期待される項目は以下の通り。

✓自治体・健診機関⇔かかりつけ医療機関⇔専⾨医療機関 の間における
患者紹介基準の在り方

✓何年ごとに定期的な検査が必要となるのか

✓どのような医療機関で定期的な検査を実施すればよいのか

✓定期的な検査項目として何を実施すればよいのか

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 自治体

• 医師会

＃3 医療連携体制の構築（1/2）

患者連携プロセス案の作成 適切な紹介先の見える化

【実施内容】

MASLD/MASHの疑いのある患者の評価や治療が提供できる、
かかりつけ医療機関や専門医療機関を見える化する。

【実施方法】

• 全国の肝臓専⾨医がどこに所在しているのか、また、評価・治療の対応可能な医療機関
がどこにあるのか検索しやすくするため、肝臓学会のHPや都道府県のHPにて、肝臓専⾨
医や患者対応の可能な医療機関の検索ページを設置する。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 自治体

• 医師会
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【実施内容】

かかりつけ医療機関の中でも、肝疾患の診療を積極的に担当しており、肝機
能検査の設備が整った施設については、地域の患者連携においてリーダー
シップを発揮し、かかりつけ医療機関と専門医療機関の架け橋になる。

【実施方法】

• かかりつけ医療機関の中でも、肝疾患の診療を積極的に担当しており、肝機能検査の設
備が整った施設については、地域の患者連携においてリーダーシップを発揮し、かかりつけ医
療機関と専⾨医療機関の架け橋になることが期待される。

–かかりつけ医療機関から専⾨医療機関に対する患者紹介要否に悩む場合、まずは肝疾
患の診療を積極的に担当している施設に繋ぐことで、適切な検査・診断が実施され、専
⾨医療機関への紹介要否が判断される。

–かかりつけ医療機関で対応が難しい地域では、人間ドックで適切な検査・評価を実施し、
専⾨医療機関へ直接患者紹介する道筋も一案である。

• 尚、かかりつけ医療機関と専⾨医療機関の定義・役割分担については地域性が存在する
ことが想定される。地域に応じた医療連携の在り方を模索すべきである。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 医療機関

• 自治体

• 医師会

【実施内容】

専門医療機関における役割・専門性を明らかとし、
かかりつけ医療機関から専門医療機関に対する患者紹介を促す。

【実施方法】

• 専⾨医療機関は、MASLD/MASHの患者に対する生活習慣指導を漏れなく提供し、
患者の治療脱落を防ぐ。

※現時点ではMASLD/MASHに対して特異的に効果を有する薬剤は上市されていないが、将来的には
MASLD/MASHに対する薬物療法の登場によって、専⾨医療機関の対応力が一層強化され、
かかりつけ医療機関と専⾨医療機関の連携が促進されると予想される。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 医療機関

• 自治体

• 医師会

9. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策 詳細（3/5）

＃3 医療連携体制の構築（2/2）

かかりつけ医療機関の対応力強化 専門医療機関の対応力強化
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9. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策 詳細（4/5）

【実施内容】

年齢調整罹患率の推移を示すなど、啓発活動を推進するためのファクトを
蓄積する。予防や保健指導の重要性を示唆するデータを蓄積する。

【実施方法】

• アカデミアや肝臓学会・関連学会にて、年齢調整罹患率の推移等の基礎的なデータや
予防・保健指導の重要性、医療経済的視点での重要性を示唆するデータを蓄積する。

–脂肪肝は他の疾患に対する絶対リスクとしてどの程度の寄与率であるのか、PAF（集団
寄与危険割合）の算出を行う。

–健診データの法定項目へ血小板値を入れるためにも、データの蓄積が不可欠。
population baseにおいて血小板を有するデータを用いて、線維化マーカーに関する
エビデンスの蓄積を図る。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• アカデミア

• 自治体

• 保険者

＃4 データ・エビデンスを蓄積する ＃5 政策立案者・自治体に対する疾患啓発活動

【実施内容】

MASLD/MASHの危険性や予防の重要性に関して、
政策立案者や自治体に対し疾患啓発活動を実施する。

【実施方法】

〈政策立案者に対して〉
• アカデミアや肝臓学会・関連学会にて、MASLD/MASHの医療経済への影響や、QOL
の低下に関するエビデンスを取りまとめ、その結果を厚生労働省へ提案する。

–肝臓学会及び関連学会のシンポジウム等を通し厚生労働省へ情報提供することも一
案。

〈自治体に対して〉
• MASLD/MASHに関する危険性や、先進的な取組を行っている自治体（例えば静岡県
等）の事例を、学会や民間企業等から情報共有する。

–先進事例を共有する際は、MASLD/MASHの担当課が不在の場合の事業推進体制
（例えばがん対策の一環として対策を進める等）についても触れることが期待される。

–学会からだけではなく、自治体と連携協定を締結している民間企業はリーダーシップを
発揮し、先進的な事例を全国展開するための活動を実施する。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• 自治体

• 民間企業

• 医師会

厚生労働省

MASLD
MASH

自治体

MASLD/MASH
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9. MASLD/MASH患者の検査診断・治療アクセス向上のために、実施すべき対策 詳細（5/5）

【実施内容】

健診データの法定項目へ血小板を取り入れる。

【実施方法】

• 厚生労働省に対し、健康診断の法定項目として血小板を追加するよう要望書を提出する。

–肝臓学会だけでなく、関連する学会（例：血液学会・消化器病学会）を含めた学
会合同の要望書を作成する。

–健診種別（メタボ健診（特定健診）、または、一般健康診断）に応じて、血小板
追加に至る障壁や必要な説明資料を整理する。

• なお、全国一律に進めていけるよう、血小板を一般健康診断や、特定健診に取り入れる
ことが望ましいが、社会実装まで時間を要する場合は、自治体や保険者ごとに血小板を
用いたリスク患者発見の成功事例を積み上げていくことも重要である。

【主たる実施者】

• 肝臓学会及び関連学会

• アカデミア

• 政府

• 自治体

• 保険者

＃6 健診データの法定項目へ「血小板」を入れる

厚生労働省

要望書
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